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Abstract: In recent years, eye level has become increasingly important in the formation of walkable cities. Therefore, the aim of this 
study was to extract and organise eye-level components and eye-level measures, and to clarify the roles and characteristics of eye-level 
components and eye-level measures. The results show that eye-level measures can be used together in several categories, leading to 
smooth eye-level formation. 
 
１． 研究の背景及び目的 

近年，我が国では「居心地が良く歩きたくなるまち

なか」（以下，ウォーカブルシティ）の形成が推進され

ている．国土交通省は，これからのまちづくりの方向

性として，2019 年に WEDO（Walkable，Eye Level，
Diversity，Open）を打ち出した[１]．そのうち，Eye Level
（以下，アイレベル）は歩行者の目線に入る範囲を示

す．アイレベルを形成することは，まちなかでの体験

やまちの魅力向上において重要である[２]． 

しかし，アイレベルを構成する要素（以下，アイレ

ベル構成要素）が不明瞭であるとともに，アイレベル

構成要素に適応可能な法律・制度，事業，計画（以下，

アイレベル施策）を活用する役割，活用する状況が整

理されていないことから，円滑なアイレベルの形成へ

と繋がらない恐れがあると考える． 

本研究は，アイレベル構成要素とアイレベル施策の

抽出・整理を行い，アイレベル構成要素とアイレベル

施策の役割と特徴を明らかにすることを目的とする． 

 

２． アイレベル構成要素及びアイレベル施策の特

徴 

アイレベルについて記載のある文献[２]～[７]から，ア

イレベル構成要素とアイレベル施策の抽出・整理を行

い，アイレベル施策の特徴を明らかにする． 

2-1．アイレベル構成要素の特徴 

まず，「 The City at Eye Level: Lessons for Street Plinths 

[２]」を参照し，アイレベル構成要素として，公共空間

は「車道」「歩道」，ハイブリッドゾーンは「沿道空地・

公開空地」，建物の１階は「沿道１階建物」を抽出した

（Figure１）．さらに，各構成要素に対する詳細なアイ

レベル構成要素を，アイレベルについて記載のある文

献[２]～[７]から抽出し，図示した（Figure２）． 
車道の構成要素は車道幅員，自転車レーン，路肩で

あった．歩道の構成要素は歩道幅員，街路樹，低木，ベ

ンチ，広告物，街路灯，建築物の光，テーブル，イス，

パラソル，サイクルポート，電柱，道路内建築，舗装で

あった．沿道空地・公開空地の構成要素は空地，テー

ブル，イス，パラソル，キッチンカーであった．沿道１

階建物の構成要素は，１階建物用途，距離，屋根の張

り出し，１階の高さ，開口部，間口，戸口，素材，看板

であった． 
歩道に対するアイレベル構成要素が 13/31 件と１番

多いことが分かった．このことから，歩道は単なる通

行路だけでなく，アイレベル形成に向けて多くの機能

を果たす場所であると考える． 
2-2．アイレベル施策の抽出・整理によるアイレベル

施策の特徴 
 アイレベル施策では，2-1 で整理したアイレベル構成

要素に適応可能な施策を，ウォーカブルポータルサイ

ト[８]に記載のある文献[９]～[12]から抽出・整理した．ア

１：日大理工・学部・建築 ２：日大理工・院（前）・建築 ３：日大理工・教員・建築 

Figure２．アイレベル構成要素 

Figure１．アイレベルの範囲[２] 
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イレベル施策について「アイレベル構成要素とアイレ

ベル施策の対応」，「アイレベル施策の役割」，「アイレ

ベル施策の活用の状況」という３つの視点から整理し

た（Table１）． 
アイレベル構成要素とアイレベル施策の対応に着目

すると，歩道に対応する施策が 17/44件と最も多い．そ

の中でも，道路占用許可制度は設置物・工作物，協定

とまちなかウォーカブル推進プログラムは歩道・緑地

帯・舗装のアイレベル構成要素に多いことがわかった

（Table１）．このことから，歩道では，道路占用許可制

度と協定，まちなかウォーカブル推進プログラムを効

果的に併用することで，アイレベルの形成につながる

と考えられる． 
 アイレベル施策の役割に着目すると，「規制」の役割

が 11/39 件と最も多く，都市開発関連制度と協定のカ

テゴリーに多いことが分かった（Table１）．また，都市

開発制度は空地とセットバック，協定は歩道に対する

規制が多く，歩行者空間に関わるアイレベル構成要素

を網羅できている．このことから，歩行者空間は規制

によって形成されていると考える． 
アイレベル施策の活用状況に着目すると，設置物・

工作物の新設が 11/60 件と最も多く，道路占用許可制

度とまちなかウォーカブル推進プログラムのカテゴリ

ーに多いことが分かった．また，道路占用許可制度の

役割は緩和と管理・運営，まちなかウォーカブル推進

プログラムの役割は補助・支援であることが確認でき

る（Table１）． 
このことから，設置物・工作物の新設において，緩

和や補助・支援の役割を持つアイレベル施策にて活用

し，管理・運営の役割を持つアイレベル施策にて活用

の継続が可能と考える．以上のように，複数のアイレ

ベル施策を効果的に併用することが望ましいと考える． 
 

３．まとめ 

アイレベル施策の特徴として，以下３つのことが明

らかになった．❶歩道に対するアイレベル構成要素が

最も多い． ❷道路占用許可制度と協定・まちなかウォ

ーカブル推進プログラムによって歩道のアイレベル構

成要素を網羅できている．❸「規制」の役割を果たす

都市開発関連諸制度と協定によって，歩行者空間のア

イレベル構成要素を網羅できる． 
以上より，アイレベル施策を複数のカテゴリーで併

用することで、アイレベル構成要素を網羅した施策の

展開が可能であり、円滑なアイレベル形成へ繋がると

考えられる． 
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Table 1．アイレベル構成要素とアイレベル施策 
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1 再開発等促進区を定める地区計画[9] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 高度利用地区[9] ● ● ● ● ● ● ●

3 特定街区[9] ● ● ● ● ● ● ●

4 総合設計制度[9] 建築基準法 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 都市再生特別地区[9] 都市再生特別措置法 ● ● ● ● ● ● ● ●

6 街区再編街づくり制度[9] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

7 まちづくり団体の登録制度[9] ● ● ● ● ● ● ●

8 道路占用許可特例制度[3][9][10][11] 都市再生特別措置法 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

9 国家戦略道路占用事業[3][9][10][11] 国家戦略特別区域法 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10 道路占用許可特例制度[3][９][10][11] 中心市街地活性化法 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

11 道路協力団体制度[3][9][11] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

12 歩行者利便増進道路制度[3][9][10][11] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

13 建築協定[9] ● ● ● ● ● ● ● ● ●

14 景観協定[9] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

15 都市利便増進協定[3][10][11] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

16 都市再生（整備）歩行者経路協定[3][11] ● ● ● ● ● ● ● ●

17 まちなかウォーカブル推進事業[3][11][12] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

18 一体型滞在快適性等向上事業[11][12] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

19 ウォーカブル推進税制[11][12] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

20 まちなか公共空間等活用支援事業[3][11][12] ● ● ● ● ● ●

21 エリア価値向上整備事業[12] ● ● ● ● ●

22 地区計画制度[9] 都市計画法 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

23 社会資本整備総合交付金[3] 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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